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お 

知 

ら 

せ

消
費
生
活
対
策
審
議
会

を
傍
聴
で
き
ま
す

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
運
営
協
議
会
お
よ
び

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

運
営
委
員
会
を
傍
聴
で

き
ま
す

障
害
者
施
策
推
進
協
議

会
を
傍
聴
で
き
ま
す

補
聴
器
を
購
入
し
た
方

へ購
入
費
用
の
一
部
を
補

助
し
ま
す

無
年
金
の
特
別
永
住
者

の
方
へ

給
付
金
を
支
給
し
ま
す

東
日
本
大
震
災
義
援
金

温
か
い
ご
支
援
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す

消
費
者
施
策
に
関
す
る
ご
意

見
を
伺
い
、
審
議
を
行
い
ま
す
。

【
日
時
】

9
月
4
日
㈮

午
前
10
時
〜
正
午

【
定
員
】

10
人

【
申
込
方
法
】

電
話
で
8
月
31

日
㈪
午
後
5
時
ま
で（
多
数
抽
選
）。

【
会
場
・
申
し
込
み
・
担
当
課
】

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
立
石
5‐

27‐

1
ウ
ィ
メ
ン

ズ
パ
ル
内
）

�（
5
6
9
8
）2
3
1
6

【
日
時
】

9
月
7
日
㈪

午
前
10
時
〜
正
午

【
会
場
】

男
女
平
等
推
進
セ
ン

タ
ー
（
立
石
5‐

27‐

1
ウ
ィ

メ
ン
ズ
パ
ル
内
）

【
定
員
】

15
人

【
申
込
方
法
】

電
話
で
9
月
2

日
㈬
午
後
5
時
ま
で（
多
数
抽
選
）。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

高
齢
者
支
援
課

�（
5
6
5
4
）8
5
9
7

障
害
者
施
策
推
進
計
画
の
進

ち
ょ
く捗
状
況
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し

ま
す
。

【
日
時
】

9
月
7
日
㈪

午
後
2
〜
4
時

【
会
場
】

男
女
平
等
推
進
セ
ン

タ
ー
（
立
石
5‐

27‐

1
ウ
ィ

メ
ン
ズ
パ
ル
内
）

【
定
員
】

20
人

【
申
込
方
法
】

電
話
か
フ
ァ
ク

ス
（「
9
月
7
日
傍
聴
」・
住
所

・
氏
名
・
電
話
番
号
・
フ
ァ
ク

ス
番
号
を
記
入
）
で
、
9
月
3

日
㈭
ま
で（
多
数
抽
選
）。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

障
害
福
祉
課

�（
5
6
5
4
）8
2
6
2

�（
5
6
9
8
）1
5
3
1

申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

▽
補
聴
器
が
必
要
で
あ
る
と
医

師
が
認
め
た
方

▽
区
内
在
住
65
歳
以
上
の
方

▽
住
民
税
が
非
課
税
世
帯
の
方

【
補
助
限
度
額
】

3
万
5
千
円（
1
回
限
り
）

【
申
請
に
必
要
な
物
】

印
鑑
・
領
収
書
（
1
年
以
内
の

物
）・
本
人
名
義
の
口
座
番
号

が
分
か
る
物

【
担
当
課
】

高
齢
者
支
援
課

（
区
役
所
2
階
2
0
1
番
）

�（
5
6
5
4
）8
2
5
9

国
民
年
金
制
度
上
、
老
齢
基

礎
年
金
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
特
定
の
在
日
外
国
人

の
方（
特
別
永
住
者
）に
給
付
金

を
支
給
し
ま
す
。

【
対
象
】

1
9
2
6
年
（
大
正

15
年
）
4
月
1
日
以
前
生
ま
れ

の
特
別
永
住
者
の
方
で
、
区
内

に
2
年
以
上
在
住
し
て
い
る
方

（
所
得
制
限
あ
り
）

た
だ
し
、
公
的
年
金
ま
た
は

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
方

や
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な

ど
の
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方
、

重
度
心
身
障
害
者
特
別
給
付
金

を
受
給
し
て
い
る
方
は
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。

【
給
付
額（
月
額
）】

1
万
5
千
円

4
カ
月
ご
と
（
8
月
・
12
月

・
4
月
）
に
支
給
し
ま
す
。

申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
請
・
担
当
課
】

高
齢
者
支
援
課

（
区
役
所
2
階
2
0
1
番
）

�（
5
6
5
4
）8
2
5
9

6
月
1
日
〜
7
月
31
日
に
皆

さ
ん
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
い
た

義
援
金
18
万
9
9
7
円
を
、
8

月
7
日
㈮
に
日
本
赤
十
字
社
へ

お
送
り
し
ま
し
た
。

【
義
援
金
を
お
寄
せ
い
た
だ
い

た
団
体（
五
十
音
順
・
敬
称
略
）】

▽
ア
サ
ヒ
エ
ス
テ
ー
ト
㈱

▽
白
鷺
公
園
ラ
ジ
オ
体
操
会

▽
本
田
保
育
園
父
母
の
会
リ
サ

イ
ク
ル

▽
水
元
公
園
葛
飾
菖
蒲
ま
つ
り

実
行
委
員
会

こ
の
他
、
多
く
の
皆
さ
ん
か

ら
も
温
か
い
ご
支
援
を
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

義
援
金
は
引
き
続
き
受
け
付
け

て
い
ま
す

【
内
容
】

現
金
の
み

【
受
付
場
所
】

区
民
ホ
ー
ル（
区
役
所
2
階
）・

総
務
課
（
区
役
所
5
階
5
0
4

番
）・
区
民
事
務
所
・
区
民
サ

ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

【
担
当
課
】

総
務
課

�（
5
6
5
4
）8
1
3
6
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金融機関・郵便局（ゆうちょ銀行）・税務課（区役所3階321番）・

区民事務所・区民サービスコーナー・コンビニエンスストア・モバ

イルレジで納めることができます。

納税は納め忘れや重複納付のない口座振替が便利です
申込書は、金融機関・区役所・区民事務所に備えてあります。区

役所・区民事務所では、金融機関のキャッシュカード（一部を除く）

で簡単に手続きができます。

特特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別区区区区区区区区区区区区区区民民民民民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税税税税税・・・・・・・・・・・・・・都都都都都都都都都都都都都都民民民民民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税税税税税（（（（（（（（（（（（（（普普普普普普普普普普普普普普通通通通通通通通通通通通通通徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴収収収収収収収収収収収収収収））））））））））））））とととととととととととととと軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽自自自自自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動動動動動車車車車車車車車車車車車車車税税税税税税税税税税税税税税はははははははははははははは
1111111111111100000000000000月月月月月月月月月月月月月月かかかかかかかかかかかかかからららららららららららららら新新新新新新新新新新新新新新たたたたたたたたたたたたたたなななななななななななななな納納納納納納納納納納納納納納付付付付付付付付付付付付付付方方方方方方方方方方方方方方法法法法法法法法法法法法法法がががががががががががががが利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用ででででででででででででででききききききききききききききまままままままままままままますすすすすすすすすすすすすす

これまでの納付方法に加え、ATM、インターネットバンキング、モ

バイルバンキング、クレジットカードが利用できるようになります。

詳しくは、広報かつしか9月5日号でお知らせします。

【担当課】 税務課 �5654‐8201

詳しくはお問い合わせください。

広告 内容については広告主にお問い合わせください。

申し込み・
担当課

〒124‐8555
葛飾区役所保
育管理課
�5654‐8267

〒125‐0053
鎌倉2‐12‐1
総合教育セン
ター
�5668‐7602

選考日・
選考方法

書類選考の
上、9月8日
㈫に面接。

書類選考の
上、9月10
日㈭（予定）
に面接。

申込方法

所定の申込書と作文「職員が連携して仕事を
進めるための主任調理員としての取り組み」
（800字以内・所定様式）を、9月1日㈫（必着）
までに持参か郵送（封筒に「主任調理員」と朱
書き）。詳しくは募集要項をご覧ください。
【申込書・募集要項・作文用紙配布場所】
保育管理課（区役所4階401番）、区立保育園
区ホームページからも取り出せます。

市販の履歴書（余白に「スクールソーシャ
ルワーカー希望」と記入）、資格を証する
書類の写し、作文「教育委員会から派遣さ
れるスクールソーシャルワーカーの果たす
べき役割」（400字程度・様式自由）、返信用
封筒（82円切手貼付、宛先記入）を、9月4日
㈮（消印有効）までに持参か郵送。

市販の履歴書（余白に「特別支援教育巡回
指導員希望」と記入）、資格を証する書類
の写し、作文「特別支援教育巡回指導員の
果たすべき役割」（400字程度・様式自由）、
返信用封筒（82円切手貼付、宛先記入）を、
9月4日㈮（消印有効）までに持参か郵送。

報酬など

月額173，300円
交通費・有給休暇あり。
健康保険・厚生年金・
雇用保険加入。

日額19，300円
交通費・有給休暇あり。
雇用保険加入。

日額12，200円
交通費・有給休暇あり。
健康保険・厚生年金・
雇用保険加入（ただ
し、勤務日数により
変更あり）。

勤務日時

月～土曜日
午前8時30分～午後5
時15分
（4週のうち15日勤務）
2時間延長保育実施
園では遅番勤務あり
（午前11時30分～午後
8時15分）

月～金曜日のうち
週3日
午前8時30分～午後5
時15分

1校当たり年間35回
（4校まで受け持ち可）。
午前8時30分～午後4
時45分

勤務期間

10月1日～平
成28年3月31
日（更新可）

9月中旬～平成
28年3月31日
（更新可）

9月中旬～平成
28年3月31日
（更新可）

対象

児童福祉施設における集団
調理経験を3年以上有する方

次のいずれかに該当する方

▽社会福祉士の資格を有す
る方

▽大学院、研究機関におい
て、ソーシャルワークに関
する研究・実践の経験を有
する方

次のいずれかに該当する方

▽教員免許を有する方

▽発達心理関連領域を修め
た方

募集
人数

若干名

1人

若干名

職種・勤務内容

区立保育園
主任調理員

集団給食調理、パソコン
を使用しての発注や食数
管理、他の非常勤職員へ
の指導・助言など

スクール
ソーシャルワーカー

学校と関係機関の調整
・連携を専門的に行う

特別支援教育
巡回指導員

通常学級における支援
の必要な児童・生徒へ
の指導

東京都行政書士会�飾支部会員
官公庁への代理申請・契約書の代理作成は、行政書士にご相談下さい。

遺
言
・
相
続

成
年
後
見
業
務

和
賀
井
英
雄（
柴
又
2‐

18‐

7
）
3607
‐1695

遺
言
・
相
続
専
門

吉
野
恭
正（
新
宿
5‐

24‐

13
）

050‐
1130‐4531

交
通
事
故
、
遺
言
・
相
続
、
離
婚

終
活
他（
土
日
休
対
応
可
）

町
田
定
一（
東
金
町
1‐

36‐

1‐

1133
）
3608
‐1006

遺
言
・
相
続
、
施
設
入
所
手
続
等
、

ご
高
齢
の
方
の
お
悩
み
相
談

竹
村
よ
し
の（
高
砂
8‐

33‐

11
）
3607
‐3425

遺
言
・
相
続
専
門

深
澤
秀
徳（
東
新
小
岩
1‐

5‐

18‐

1007
）

5672
‐3217

自
動
車
全
般
、
法
人
設
立
・
許
認
可

会
計
記
帳
、
遺
言
・
相
続

松
﨑
基
城（
南
水
元
1‐

8‐

17‐

401
）
5699
‐1955

外
国
人
在
留
・
帰
化
、
米
国
ビ
ザ

在
日
韓
国
人
の
戸
籍

宋
民
子（
亀
有
1‐

26‐

7
）

5680
‐6930

外
国
人
在
留
・
帰
化
、
相
続
・
遺
言

介
護
事
業
、入
札
参
加
、民
事
・
商
事

古
谷
武
志（
奥
戸
7‐

15‐

19
）
3692
‐0778

臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
【問い合わせ】 �飾区給付金コールセンター�0120‐627‐200【担当課】 ▽臨時福祉給付金／福祉管理課 ▽子育て世帯臨時特例給付金／子育て支援課

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

（２）
平成27年（2015年）8月25日 No.1633

葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp




